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D-253 体液量測定・細胞外液量測定（透析患者に対する回数） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、透析患者に対する体液量測定又は細胞外液量測定の算定は、

いずれかを月 1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 適正な透析量を決定するために必要なドライウェイトを把握すること

が必要であるため、月 1回の算定は妥当であると整理した。 

ドライウェイトの定義：体液量が適正であり透析中の過度の血圧低下を生

ずることなく、かつ長期的にも心血管系への負担が少ない体重 

（日本透析医学会「血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関

するガイドライン」より） 

 

○ 留意事項 

 「月 1 回」というのは、連月の算定を示しているものではない。 

 


